
 重要事項説明書（予防介護訪問看護を含む） 

 

 

1. 事業所概要 

事業所名称 多摩丘陵病院わかば訪問看護ステーション 

所在地 〒１９４－０２０２ 東京都町田市下小山田１４１４番地 

事業所名称 多摩丘陵病院わかば訪問看護ステーション出張所 

所在地 〒１９４－０２０２ 東京都町田市下小山田１４０1番地 

代表者名 所長  重信 エミ 

電話番号 ０４２－７９７－７８４４ 

事業所番号 1３６７１９８８１５ 

サービス提供地域 

東京都町田市全域、多摩市（但し次の地域は除く、一ノ宮・落

川・ 

桜ヶ丘・関戸・東寺方・馬引沢・百草・連光寺・和田） 

及び八王子市（大塚・鹿島・上柚木・越野・下柚木・東中野・

別所・ 

堀之内・松が谷・松木・南大沢に限る） 

 ※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談下さい。 

 

2. 事業目的 

多摩丘陵病院わかば訪問看護ステーション・多摩丘陵病院わかば訪問看護ステーション出

張所(以下「ステーション」という。)が行う、介護保険に定める指定居宅介護サービス事

業および指定介護予防サービス 事業、健康保険法に定める指定訪問看護事業、または、老

人保健法に定める指定老人訪問看護事業 (以下「事業」という。)について、適正な運営を

確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援、要介護状態にある者や、

病気やけが等により家庭において在宅療養を必要とする者に適正な訪問看護を提供するこ

とを目的とする。 

3. 運営方針 

(1) ステーションの看護師等は、訪問看護利用者(以下「利用者」という。)の心身の特性

を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を

重視した在宅療養が 継続できるように支援する。 

(2) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な

連携を図り、 総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

 

 

 

 



4. 事業所の職員体制   

当事業所の従業員 員 数 勤 務 体 制 職 務 の 内 容 

管 理 者 （ 兼 務 ） 常 勤 1 名 8:45~17:15 管 理 及 び 訪 問 業 務 

看 護 師 常 勤 6 名 8:45~17:15 訪 問 業 務 

事 務 員 常 勤 1 名 8:45~17:15 事 務 

 

5. 営業時間 

営業日 月～土曜日 

営業時間 9:00～17:00（月～金曜）、9:00～12:00（土曜日） 

休業日 日・祝祭日、年末年始（12月30日～1月3日） 

利用者様の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外での訪問看護を行います。 

※緊急時訪問看護加算  利用する  利用しない （    年  月～） 

利用する  利用しない （    年  月～） 

 

6. 提供するサービスの内容 

① 病状・障害の観察  

② 清拭・洗髪等による清潔の保持  

③ 食事及び排泄等日常生活の世話  

④ 褥創の予防・処置  

⑤ リハビリテーション  

⑥ ターミナルケア  

⑦ 認知症患者の看護 

⑧ 療養生活や介護方法の指導 

⑨ カテーテル等の管理 

⑩ その他医師の指示による医療処置 

⑪ 訪問看護報告書の作成 

7. 看護職員の禁止行為  

看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。  

(1) 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり  

(2)  利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受  

(3)  利用者の同居家族に対するサービス提供  

(4)  利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食  

(5)  身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保

護 するため緊急やむを得ない場合を除く）  

(6) 利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

 

 



8. サービスの提供にあたって 

(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、

要 介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者

の住 所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

(2) 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」に

基づき、主治の医師の指示並びに利用者の心身の状況、また利用者や家族の意向を踏

まえて、 ｢訪問看護計画｣を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者

又は家族に その内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。 

9. サービス提供の記録等 

(1) 指定訪問看護の実施ごとに、「訪問看護記録書」を作成します。  

(2)   前述の記録は、作成完了後２年間保管し、利用者は事業者に対して保管されるサービ

ス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求 することができます 

10. 虐待防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置 

を講じます。サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町 村に通報します。 

11. 利用料、利用者負担金：別紙参照 

12. キャンセル 

利用者がサービス利用の中止をする場合には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。 

キャンセル料は下記の通りです。ただし、利用者の容態の急変など、緊急やむを得な

い事情がある場合、キャンセル料は不要とします。 

時期 キャンセル料 

サービス利用日の前日夕方５時ま

で 
無料 

前日夕方５時以降 利用者負担金の１００％ 

13. 緊急時の対処方法 

病状の急変や災害があった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急、予め指定する緊急

時連絡先、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をします。 

緊急連絡先① 氏名  

住所 
〒 

連絡先①  

連絡先②  

 

緊急連絡先② 氏名  

住所 
〒 

連絡先①  

連絡先②  



 

14. 業務継続計画の策定等について  

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供を 

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業

務 継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に 実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

15. 苦情申立窓口 

当事業所のお客様 

苦情・相談窓口 

電   話 TEL  ０４２－７９７－７８４４ 

管 理 者 重信 エミ 

ご利用時間 月～土曜日 ９：００～１７：００ 

町田市高齢者福祉課 

住   所 〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 

電   話 ０４２－７２４－２１４１ 

ご利用時間 平日 ８：３０～１７：００ 

多摩市健康福祉部 

介護保険課 

住   所 〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 

電   話 ０４２－３３８－６９０１ 

ご利用時間 平日 ８：３０～１７：００ 

八王子市高齢者相談課 

住   所 〒192-0072 東京都八王子市元本郷町3-24-

1 

電   話 ０４２－６２０－７４２０ 

ご利用時間 平日 ８：３０～１７：００ 

国民健康保険団体連合

会 

住   所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 

      東京区政会館11階 

      介護保険部相談指導課相談窓口担当 

電   話 ０３－６２３８－０１７７ 

ご利用時間 平日 ９：００～１７：００ 

 

16．その他 

訪問に際して、天候や交通事情、その他の事情によりサービス利用予定時間に多少の

変更が発生する場合は、ご了承ください 



 

  

重要事項説明年月日     令和  年  月  日 

 

居宅介護サービスの提供開始に当たり、重要事項説明書に基づいて、サービス内容及

び重要事項を説明しました。 

 

            居宅サービス事業者 

                 所在地 〒194-0202 町田市下小山田町1414      

名 称 多摩丘陵病院わかば訪問看護ステーション   

 

説明者 氏名                     

            

事業者から上記内容及び重要事項の説明を受けました。 

 

利用者    住 所               

氏 名                    

 

代理人    住 所 

氏 名                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


